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令和４年 志布志市教育委員会第５回定例会 議事録 

１ 開 催 日 時  令和４年５月25日（水） 

          開会 午前９時33分  閉会 午前11時27分 

２ 場   所  志布志市役所 本庁５階 第２委員会室 

３ 出 席 者  教育長 福田 裕生 

          委 員 松原 治美     委 員 島津 陽亮 

          委 員 津町千代子     委 員 益田 裕子 

４ 出席した職員  教育総務課長 萩迫 和彦  学校教育課長 上木 勝憲 

          生涯学習課長 江川 一正  学校教育課参事 池之上敬一 

文化財管理室長 上田 義明  図書館副館長 本田 博文 

給食センター次長 田之口俊博  教育総務課長補佐 児玉 雅史 

５ 欠 席 委 員  なし 

６ 会順及び結果 

 ⑴ 開 会 

 ⑵ 前回議事録の承認 

   令和４年教育委員会第４回定例会議事録 【承認】 

 ⑶ 教育長の報告 

報告第16号 専決の報告について（第34回鹿児島県子ども芸術祭典人形劇団ク

ラルテ「うさぎのおうち／ゴリラのパンやさん」の共催） 

報告第17号 専決の報告について（ガマの観察＆外来種の駆除をしよう！の後

援） 

⑷ 議 事 

   議案第９号 志布志市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則の制定につ

いて【可決】 

   議案第10号 志布志市奨学生選考委員会委員の委嘱について【可決】 

   議案第11号 志布志市立学校給食センター運営審議会委員の委嘱について【可

決】 

 ⑸ 委員から提出された動議の討論等 【なし】 

 ⑹ 報 告 

 ア いじめ・不登校について 
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 イ 志の姿・ホットな話題について 

 ⑺ その他（連絡・報告） 

 ⑻ 閉 会 
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◇ 議 事 の要 旨 

１ 開 会（午前９時33分） 

教 育 長  ＜あいさつ＞ 

  ただ今から令和４年教育委員会第５回定例会を開会いたします。 

全員出席であります。これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事とその順序は、お手元に配布してあります会順に基づき進めてまいり

ますので、御了承ください。 

２ 前回議事録の承認（午前９時34分） 

 教 育 長 

  まず、令和４年教育委員会第４回定例会議事録の承認でございますが、事務局の

方で委員の方々に回覧いただいたと思います。議事録に御異議ございませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  御異議なければ承認といたしますので、議事録の署名をお願いいたします。 

 ＜令和４年教育委員会第４回定例会の議事録承認は委員全員承認により署名＞ 

３ 会議の公開等（午前９時35分） 

 教 育 長 

  次に、会議の公開等についてお諮りいたします。 

  会順６報告の⑴は、個人情報を扱う案件でありますので、これを非公開としたい

と思います。また、公開用資料の調製については、教育長に一任をお願いします。

御異議ありませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  異議なしと認めます。 

なお、本日は11時過ぎに学校教育課長が退席せねばなりませんので、学校教育課

分を先に報告させていただくことにいたします。 

４ 教育長の報告（午前９時36分） 

 教 育 長 

  では、教育長の報告でございますが、本日の報告は２件です。 

報告第16号専決の報告についてですが、その前に学校教育課分の「報告第17号 
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専決の報告について（ガマの観察＆外来種の駆除をしよう！の後援）」事務局の報

告を求めます。 

 学校教育課長 

  ＜資料に基づき説明＞ 

 教 育 長 

  質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  質疑なしと認めます。 

５ 報告（午前９時38分） 

 ⑴ いじめ・不登校の報告 

 教 育 長 

  それでは、次に報告に入ります。 

「いじめ・不登校について」事務局の説明をお願いします。 

 学校教育課長 

  ＜資料に基づき説明＞ 

【 ～ 本 報 告 は 非 公 開 ～ 】 

 ⑵ 志の姿・ホットな話題について 

 教 育 長 

  それでは、続きまして「志の姿・ホットな話題について」事務局の説明をお願い

します。 

 学校教育課長 

  ＜資料に基づき説明＞ 

 教 育 長 

  質問等ございませんか。 

 益 田 委 員 

泰野小学校の担任の先生が午後から出張ということで、先生方も出張に行かれる

ときには子どもたちに、「みんなのために、勉強してくるからね。」と声掛けしてい

ただければ、子どもたちも、「先生がいないぞ。」というのではなくて、「先生が、

私たち僕たちのために勉強してきてくれている。」ということが伝わるのではない

かと思います。 

 教 育 長 
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  そういった姿勢で、先生方も出張に出て行かれるといいと思います。私が担任を

している頃、出張に行くときは、「先生、行ってくるね。帰ってきたら、お土産を

いっぱい持って来るからね。」って言っていました。そして帰って来ると、「先生

お土産は？」って言われるので、「今からお土産話をするよ」と言って、話をして

おりました。すると、段々とその話を楽しみにするようになるんです。なので、１

日、２日空けたとしても、出張から帰ると、子どもたちも、私に伝えようとするお

土産話を持って、先生がいないときこんなことがあったとか話してくれていました。

そのような関係性をいろんな研修の折に話せていければと思います。 

  そのほか、質問等ございませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  学校教育課長は、次の会に向けて準備がありますので、退席いたします。 

６ 教育長の報告（午前10時33分） 

 教 育 長 

  それでは、教育長の報告に戻りまして、「報告第16号 専決の報告について（第

34回鹿児島県子ども芸術祭典人形劇団クラルテ「うさぎのおうち／ゴリラのパンや

さん」の共催）」事務局の報告を求めます。 

 生涯学習課長 

  ＜資料に基づき説明＞ 

 教 育 長 

  質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  質疑なしと認めます。 

７ 議事（午前10時35分） 

 教 育 長 

  それでは、次に議事に入ります。 

  「議案第９号 「志布志市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則の制定に

ついて」を議題といたします。 

  詳細につきましては、事務局に説明させます。 

 教育総務課長 
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  ＜資料に基づき説明：令和４年度要保護児童生徒援助費補助金に係る予算単価の

改正に伴い、就学援助の費用の支給額を改める必要があるため、教育委員会の議

決を求める件を説明＞ 

 教 育 長 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  質疑なしと認めます。 

  議案に対する質疑は、これにて終結いたします。 

 教 育 長 

  討論ありませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  討論なしと認めます。討論終結といたします。 

 教 育 長 

  これから「議案第９号」について採決いたします。採決の方法については、志布

志市教育委員会の行政組織等に関する規則第12条第２項で順次各委員の賛否の意見

を求めて行うように規定がなされております。 

本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 教 育 委 員 

  異議なしの声あり。 

 教 育 長 

  異議なしと認め、「議案第９号」は、原案のとおり可決することに決定しました。 

  続きまして、「議案第10号 志布志市奨学生選考委員会委員の委嘱について」を

議題といたします。 

  詳細につきましては、事務局に説明させます。 

 教育総務課長 

  ＜資料に基づき説明：志布志市奨学生選考委員会委員の委嘱の決定を諮るため、

教育委員会の議決を経る必要がある件を説明＞ 

 教 育 長 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 
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 教 育 長 

  質疑なしと認めます。 

  議案に対する質疑は、これにて終結いたします。 

 教 育 長 

  討論ありませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  討論なしと認めます。討論終結といたします。 

 教 育 長 

  これから「議案第10号」について採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 教 育 委 員 

  異議なしの声あり。 

 教 育 長 

  異議なしと認め、「議案第10号」は、原案のとおり可決することに決定しました。 

  続きまして、「議案第11号 志布志市立学校給食センター運営審議会委員の委嘱

について」を議題といたします。 

  詳細につきましては、事務局に説明させます。 

 教育総務課長 

  ＜資料に基づき説明：志布志市立学校給食センター運営審議会委員の委嘱の決定

を諮るため、教育委員会の議決を経る必要がある件を説明＞ 

 教 育 長 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  質疑なしと認めます。 

  議案に対する質疑は、これにて終結いたします。 

 教 育 長 

  討論ありませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

 教 育 長 

  討論なしと認めます。討論終結といたします。 
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 教 育 長 

  これから「議案第11号」について採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 教 育 委 員 

  異議なしの声あり。 

 教 育 長 

  異議なしと認め、「議案第11号」は、原案のとおり可決することに決定しました。 

８ 委員から提出された動議の討論等（午前10時44分） 

 教 育 長 

  次に委員からの「動議の討論等」はございませんか。 

 教 育 委 員 

  ありませんの声あり。 

９ その他（連絡・報告）（午前10時44分）

 教 育 長 

  それでは次の「その他」の連絡・報告に入ります。 

  はじめに、「学校給食調理業務等の民間委託検討について」事務局の説明をお願

いします。 

 教育総務課長 

  ＜資料に基づき説明＞ 

 教 育 長 

  それでは、「学校給食調理業務等の民間委託検討について」委員の方々から何か

お聴きになりたいことはございませんか。 

 松 原 委 員 

委託業者には、資料にある東洋食品とか専門業者がいるので、対応してくれる業

者はあるわけですね。委託するとなると、献立を作る栄養士等もいなくなるのです

か。 

 教育総務課長 

調理の部分と配送の部分を民間に委託するということで、給食物資の発注とか献

立とかは、今までどおり栄養士が対応しますので、その部分は変わりません。 

 教 育 長 

  39ページの表の一番上に鹿児島市の学校給食センターがありますが、この表だけ

を見ると、鹿児島市の学校は全て学校給食センターで作られたのを食べていると理

解しそうですが、実はそうでなくて、学校給食センターがカバーしているところと、
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学校に給食室があって、市が雇用する調理員が作っているところも、かなりの数あ

ります。ですので、徐々に民間委託へシフトする流れはあるようですけれども、市

町村ごとにいろんな状況がある中で、混在したやり方のところもまだあるというこ

とを御理解していただきたい。また、先ほど課長から説明があったように、経費面

では中々厳しい状況です。今後、民間のノウハウについて精査していかないといけ

ないでしょうし、労務管理の軽減についても、もっと具体的に詰めていく必要があ

ると思っているところです。私が思うに、例えば栄養士の業務について言うと、現

状、調理業務にも実際に入ることがかなりあると思うのですけれども、全ての調理

業務を民間に委託すると、栄養士が学校に出向いていって、給食指導業務に携わる

時間ができると考えています。そういった、メリットになる部分を、もっと具体的

に取りまとめる必要があると思っています。 

 益 田 委 員 

44ページの配送車一覧表を拝見したのですが、６台が13年８か月経過ということ

で、今後、更新する必要があるのではないのですか。 

 教育総務課長 

平成20年８月に新しい給食センターができたときに購入したもののうち３台につ

いては、更新をしたところです。これまでは、10年ぐらい経過した時点で替えるよ

うにしていましたけれど、10年経過しましても、走っている距離が短いものについ

ては、多少の故障はありますが、使える間は使っていくということにしています。

委託するにしても、市が受託業者に配送車を無償貸与することになると考えており

ます。 

 教 育 長 

今後も、この件につきましては検討を重ねていくことになりますので、節目節目

に委員の方々から御意見をいただくことになると思います。 

  ほかに質問等ございませんか。 

  なければ、「学校の在り方に関する説明会及び参考意見等の取りまとめについ

て」事務局の説明をお願いします。 

 教育総務課長 

  ＜資料に基づき説明＞ 

 教 育 長 

今説明があったとおり、各学校に今後の児童生徒数の推移等について、まず分か

っていただくということが一番の目的でございます。また、今回、出された意見、

感想等を基に、今後の進め方等を検討していくこととしています。 

  「学校の在り方に関する説明会及び参考意見等の取りまとめについて」委員の

方々から何かお聴きになりたいことはございませんか。 
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  なければ、「イングリッシュキャンプの実施について」事務局の説明をお願いし

ます。 

 生涯学習課長 

  ＜資料に基づき説明＞ 

 教 育 長 

  それでは、「イングリッシュキャンプの実施について」委員の方々から何かお聴

きになりたいことはございませんか。 

 松 原 委 員 

いろいろ検討されて、コロナウイルス感染症が収まれば、また海外研修とかいう

時代も来るかもしれませんけど、こういう形で何か実施していくことは、その時々

の生徒さんたちにとっては、良いチャンスになると思います。 

 益 田 委 員 

非常に興味深いプロジェクトですので、できれば20人ではなく、それ以上を考え

ていただきたいと思います。 

 生涯学習課長 

人数につきましては、とりあえず20人で区切っておりますが、そこについては柔

軟に対応していきたいと思っております。 

 教 育 長 

  事務局としては、応募者がこれより多くなっても、柔軟に対応したいという考え

でございます。 

  ほかに質問等ございませんか。 

それでは、行事報告・行事予定ですが、まず行事報告について委員の方々から何

かお聴きになりたいことや報告しておきたいことはございませんか。 

  なければ、行事予定について確認をお願いしたいと思います。 

 教 育 長 

  委員の方々から何かお聴きになりたいことはございませんか。 

  なければ、それぞれの室等から報告をお願いします。 

 文化財管理室、図書館、給食センター 

  ＜報告＞ 

 教 育 長 

  委員の皆様から、ほかにございませんか。 

  なければ、来月の定例教育委員会の日程は、６月22日水曜日午前９時30分から、

会場は、５階の会議室です。よろしくお願いします。 

  以上で本日の会議を終了します。これにて散会します。御協力ありがとうござい

ました。 
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10 閉 会（午前11時27分） 


